
鯖
江
市
も
の
づ
く

鯖
江
市
内
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
な
企
業
を
応
援
Ｉ
．

新
製
品
開
発
や
新
事
業
を
創
出
す
る

壱
の
づ
く
り
の

ノ
ウ
ハ
ウ

だ
れ
に
聞
け
ば

い
い
の
だ
ろ
う
？

チ
ャ
レ
ン
ヨジ企業応援補助金スタートＩ．

薑
機
構

鯖
江
市
も
の
づ
く
り
支
援
機
構
で
は

技
術
系
専
門
家
が
ア
ド
バ
イ
ス
。

ま
た
今
資
金
補
助
制
度
を
設
け

企
業
を
資
金
面
で
支
援
し
て
い
ま
す
！



鯖
江
市

も
の
づ
く
Ｕ
支
援
機
構

活
動
と
目
的

鯖
江
市
も
の
づ
く
り
支
援
機
樹
で
は
、
新

規
事
業
や
新
製
砧
開
発
、
あ
る
い
は
サ
ー
ビ

ス
の
胸
ｋ
な
ど
を
Ⅱ
脂
す
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
桁

神
川
朧
な
企
堆
に
対
し
、
枇
恢
的
に
適
切
な

ア
ド
バ
イ
ス
や
文
擬
、
専
門
家
櫛
旋
な
ど
を

行
い
ま
す
こ

ま
た
、
「
チ
ャ
レ
ン
ジ
企
業
応
援
補
助
金
」

制
度
を
新
設
し
、
事
業
化
・
市
場
化
段
階
の

事
業
活
動
を
資
金
川
で
文
援
す
る
こ
と
で
、

巾
内
も
の
づ
く
り
倣
雌
の
添
刀
が
刺
化
さ

れ
る
こ
と
を
史
援
し
ま
す
。

窓
Ⅱ
で
は
、
も
の
づ
く
り
支
擬
に
関
す
る

経
験
豊
か
な
専
門
家
が
常
駐
し
、
対
応
し
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
を
厳
守
い
た
し
ま
す
。

・
・
は
囲
嘘
賊
一
四
ｋ
獅
乢
叙
写

や新事業の相談

例
え
ば
！

②
新
製
品
の
宣
伝
方
法
を
知
り
た
い

●
特
許
権
の
取
得
方
法
が
わ
か
ら
な
い

③
海
外
商
取
引
、
海
外
進
出
な
ど
の
相
談

●
い
ろ
ん
な
情
報
が
ほ
し
い
け
れ
ど

集
め
方
が
わ
か
ら
な
い

鰯
使
え
る
補
助
制
度
を
紹
介
し
て
ほ
し
い

轍
共
同
研
究
が
し
た
い

●
デ
ザ
イ
ナ
ー
を
紹
介
し
て
ほ
し
い

●
販
路
の
連
携
先
を
探
し
た
い

③
性
能
試
験
・
分
析
評
価
を
得
た
い

死

③
製
品
改
良
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
、
ば
た
い

⑤
技
術
高
度
化
の
指
南
を
し
て
ほ
し
い

●
サ
ポ
ー
テ
イ
ン
グ
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
参
加
し
た
い

例
え
ば
、
ど
ん
な
と
き

利
用
す
れ
ば

良
い
の
で
す
か
！

鐘



が技術系専門家
''1小企業が狐ＩＬｌの製ｉ１１Ｉ,開発ができるよう､１１１じ

技術行の視点から助高｡大学や高専との産学

連携に向けた111談にも応じる体制も確立しま

す｡どのような案件にも相談に応じますこお気

'朧にお'1Mい合わせください”アドバイス
中小企業診断士 弁理士 lTコーディネータ

一 鍔

a[１Ｍ鼠馴

一
つ字も）
〈
●

瓢対応する尊'ⅡI家

'１'小箙雅Ｕ)inIi:i,Jl11ujに仰l応す為ためのj鯵

断･'１h打繊Iう(Ⅵ''1.鑑です､企瀧の戒l211iRiWi

U)tlWfについてWlIlⅡllilll1ilなもってアドバ

イスし崖Tl.､また､箙定した成lA11iH略准実『』

す為に､'1たってILll[｢l9な糀営計l1lli芒]』〔て.そ

の゛腱戟やその後の総櫛剛暁の変化をWiまえ
た墜梱もfrいます

茂r1ilM｣葱(iII1:や「脳デザイン､脳扮Ｍ)l`１

１１１湛特i'1朧､意にW１．１１F鰍|n.評の形でInWl］

化するための付,;１１１．へのlllII1ll;ﾙﾋ代｣111や、

それら老11Riilixばｊ１１[効とするだめの稀１４MiY

求予続･兇識IlllkてＩＦ糠の代理黙扮をf,い
ますしまた､知lMll(jjViに１Mす論ユーザーニー

ズの多樫化に蝿じて､ライセンス兜約の史

渉､('１１蕊]昌続の代理､外lIllI1願1M1皿雄勝堺

を含む知的財瀝分野余織に渡るサービスを

提IILする准篁の幅底い１１iiiﾘﾌﾞ御加ま､１．１

１１｜と企黙総営１，Ｗjの伽l識を僻ち､経営ｌｆの

経11iI1llilMHを夷現するlT化支IlHサービスをｉｉ

うWl1II家です繩営戦略やそれを笈現する

た的のrlllW蹄の肱案･策定における進ＩｊｌｌｌＬ

の１１A､１５と雑営荷の意思決定戈援」T資源網

述やIT導入における騨禰な締競にもとづし’

たｍｊｒｒとプロジェクト遂行支援など､経衡職

1;liを'蛭現するためのIMI(略的１１列活111に｢Ｍ１し

て縄倣者を支揮します､

インダストリアルデザイナー 省エネアドバイザープランナー ＩＳＯ相談貝

具
￣

￣

￣

１１躯liUHiM:案(ヒジネスプランニングやマー

ケテｒンゲ)｡)ｋｌＩｌＭｆＦ１ｌいます,ＷｒＬい'Ⅱ業
のプラン作I〕なお『{zjtいしまず0，

11'小型逝舵のため’｣.ＩＳＯ,lIIIiiI,lWjjiiマネジ

メントシステムリｊｌＭ)･junll･(『ｸIji1IiⅡIWU〕
NHI誠に応し蛎柳一助,iをf]います,,

iヤエネルギー･街ijT源郡の柵宅効果ガス０１

，１|IIllil''１な｣｣|z川j11Il11llや､行エネピジネスにlMl

する11f禅･肋,計准i｢います。

エ梁製品のデザイン鞍「がけます，〕きしざヤ

ユーリビljティのi[l｣１JP､型IVIのlHil1lIlllllRをI1l1i

ぬるアドバイスをTrいます塾１１常能Widhを〒

･lfインするプ11ダクトデザイン1.機ＩｌＩ１１ｌｕ１Ｍ

のデザイン領域の.メカニカルデザインに
分けてアドバイスします

バイオアドバイザー 経営品貿セルフアセッサー
一一

星－－

－－

●●

￣

】０－［■

①

》）

、
1１

■■iＭ

埴
Ｒ
ｊ

ｆ一一一

■口匠＝＝ |■■■

|IlIIIIIIバイオテクノロジーをfiliかしたライフ･サイエ

ンス分野(医療､iill難d臘能性食品など|それ

らのビジネス領域による峻洲についてアド

バイスします“

■「￣■■’ |■■■~絆l2rAlIu-とは､quIWIや.1.1.-ビスそめもの

のＭ賀で(よな<､締ili<マネジメント)の質に

i':''したげえ〃でて１－蝿お客'１iがiIirに.MiIlliが

Ilqllい'とＭｉじるⅡu,Ⅱｗサービス麩ﾉ'zみⅢす

ﾉとめに､1.1N:0)雑営や組織の認Mnに気づき．

それ牡'''１Iwi〔イノベーション）して純街(マネ

ジメント)｡)哲雄B:Niめ論iiWHﾘIを支援します。

|I■IIl■■■■■， ■■■

、
■IⅡ |■■■

さらに皿010年からスタートした

｢チャレンジ企業応援補助金｣をご利用ください。
■補助金交付の流れ

￣＝！

６｣j

liWIilIi委瓜会

プレゼンテーション

Zハ

１１つ
０列川岸

１
聯業化

状況綴告』
「

‐弱

必要により

変巫申請申請 爽綴搬櫛 W１１定支払

詳しくは裏面へ。……し



可「

ﾚﾝｼﾞ企業応援補助金援楠チャ
対象事業に専門家のアドバイスと経費の1/2を補助し､支援します。

徽議議鶉鴬一一L勵竺jjMin-LjFil9Ll
新製品開発などを試みる鯖江市内に住所を所

有する中小企業｡

ＩＭＩ聯

平成22年４月１日から平成23年２月28日迄
応募に際しては、この期間に実施が可能な事業計画を立ててください。

1`新製品･新技術を開寵しようとする事蕊

2’新事業を創出･業種を転換しようとする事業

ﾖ.知的財産権巻取得しようとする馴業

①実闘的に同一内容の事業(相当程度重なる場合を含む)について、
他の助成･補助制度を利用する場合は､この補助事業を利用することはできません。

②申鯛茜れた案件については魁平成Z2年５月に実施予定の評価委員会にて採択いたします。

③交付決定を受けた後､補助事業の内容を変更しようとする場合、
もしくは補助事業を中止霞たは廃止しようとする場合は､事前に承翻をえなければなりません③する

lillilllMilmlllllllilll《蝋lllllI
④補助事業の実施期間中に､事業の遂行状況について報告を求める場合がありますｂ

⑤補助事業完了後､実績報告聾を提出してください。

⑤対象経費につしては､年度内に支払われたものに限ります。

⑦領収書等支払L､を証する書類を整備しておし、てくだきし､。
、鮪iｴ市税納税証明篝(現年分全税)を提出していただきます。

⑨補助金交付年度終了後補助事業の成果に係る事業化状況
および補助事業に関係する調査にご協力をお願いいたします。

につし

上限２，万円※補助対象経誕の2分の1以内

li霧篝爾/|鰯lIliiMiiM鰯illii蝋illiW雛llliIIffi
平成２２年４月１日(木)から５月14日（金）
※確葦件数により趣Ⅱ幕鱸する鬮合があります。

蝋繍i蝋|Ｉ)繊ｉｉ繊欝jiilMIW臺辨；
。

鳶iii蝋
iFq1lj辮需擁
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‐
‐
Ｉ
‐
‐
‐
‐
‐
－
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
‐
‐
１
－
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
１
－
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
，
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

特許権等取得補助金新事業創出

業種転換事業補助金
新製品｡新技術

開発事業補助金 ＜限度額＞年度内１社につき

１１)特許椎の取得－－－－－－－－－１０万円以内

'２実用新案権の取得一一－10万円以内

'３１激匠･ilkiI鵬登録一５万円以内

く柵助率＞1/２

＜限厩額＞申請1件につき200万円以内

く補助率＞1/２

＜限度額＞申諸1件につき200万円以内

く補助率＞1/Ｚ

①特許庁手数料のうち

出願側審査鯖求､騨価醤精求にかかる経遡
（消耗品礎､手数料）

②弁理士手数料(消耗品賛､手数料）

③当骸権利のための研修にかかる費用
観側疑､旅剥､消耗品曇使用料および賃借料舎負ｊ旦鐘

下肥のしずれかに該当寸愚綴EMで.生巌および阪魔な｜下鬮のし､ずれかに骸当する経費
ど直接､事業活動'にあたらないも②

１①製造設備の購入およびﾘｰ弓ｽに要する経費
①原材料および副資材の職入に要する経賀 Ｉ（ｴ蝋請負澱､備品臘入蕊使用料および鱸料）
〔彌信邇避覺鵜原材料費〉

．|鑿鰡;ｌｌＩｉ鬘iii;f鶚|if薦ili:iii傭|:i蕊i篭iilliii董鐵蜜！

‐
‐
‐
１
１
‐
‐
‐
－
‐
‐
‐
，
－
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
１
０
‐
‐
－
１
－
－
‐
‐
‐
‐
１
－
‐
「

用料および賃借料)※生産に嘱用酬圓な機械装掴につ’＠展示会･見本市への参加経費
いては､鰯入費用の1/8の経費を補助対l蝋経劉とする。，（手数Nsk旅費鴎委託総使用Ｉ斜および賀借料】 ④意匠･商楓のデサqイン開発費房

震1冊料･手歓料）

※特許権等取得補助金につしvては、
随時受け付けています。

③工具器具の購入に要する経費
（消耗品蕊彌儘囮蝿誕､備品剛入費】

⑤原材料および副寶材の購入に要する経費
GmM§iIH捌逝､原材料費）

④ﾀI鍾加エに要する経費(委iiﾓ料） ⑤エ具器具の購入に要する経費
（消耗品斑ﾐ邇僖糎饗塾備品鯛入費】

⑤技術指導の受入に要する経費

（報償費､委譲料〉

新しい皀墾１．

⑦外注加工に要する経費倭iiE料）

⑤市場調査１２$係る経費
（旅覺委託料翻使用料およびj1I借料）

③技術指鄭の受入に要する経費
（報償費､委託料）

②展示会･見本市への罰Ⅱ縫費
（手数料､旅費鶴委託料､使用料および贋借料】

⑨市場調蜜に係届経蕊
（旅闘隠委旺純使用料および賃借料）

③その他､特に必要と認めた経費 ⑩店舗の股置簿に係る経費
〈エ寵請負礎備品購入艇､使用料および賃借糊

⑪その他､特に愁要と關めた経費

お問い合わせ･応募先

青江市ものづくり支援機構鯖
（鯖江商エ会議所２階)担当:松尾･藤井

TEL.Oファ８－５１=Z900 ｜

」http://www,sabae“i凧orojlo/wBbﾉロsirase/marenjihojo2010.ht、

Ｌ


